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■報告会に備える■ 
 

暑さにめげず頑張る後見担当会員 
 台風 18号の余波で、湿気を伴う不快な暑さとなった９月 14日（土）、後見業務を担当する会員たちは会の事務

所に集まり、後見監督人の品川区社会福祉協議会への報告会（26日）に備えて提出書類の総点検を行いました。 

 従来３カ月に１度行われていたこの報告会は、今回から４カ月に１度となり、後見業務担当者は夫々が担当す

る被後見人、被保佐人らの身上監護、金銭管理に関する各種書類を同月初旬から準備、この日持ち寄りました。 

  これを、担当理事らが「領収書は揃っているか」「計算に間違えはないか」など細かく点検し、不十分な点を指 

 摘し、完璧なものとしていきます。 

 パソコン操作が苦手の人、報告文作成に不慣れな人、帳簿類に縁がなかった人…、担当者は様々ですが不得意

な部分は、皆で力を合わせて提出書類を作り上げていくのが「法人後見」の良いところの一つだと思います。 

 報告会ではこの書類を監督人に提出し、担当者が各ケースごとに説明していきます。 

＊参考＝報告会の模様は、前回報告会を例に本紙 65号で紹介してあります。

■ビデオ上映Ｇ会員も奮闘■ 

大崎地区で制度普及の勉強会 

成年後見制度を普及させるため、ビデオやＤＶＤの上映を使った運動をしているグループ（Ｇ）会員も活躍。

９月 13 日（金）、品川区西五反田の大崎第一区民集会所で、住民団体「いきいき健康崎一会」会員 18 人を集め、

同制度と悪質商法に関する勉強会を実施、消費生活センター相談の経験がある女性会員が講師を勤めました。 

大井地区で連続勉強会の第 2弾 

  さらに上映会グループは翌 14 日（土）、会場を、品川区東大井の区立大井林町高齢者複合施設に移し同施設利

用者らを対象とした 2回目の勉強会を実施しました。参加者は 10人で、看護経験のある女性会員が法定後見制度

の説明や高齢者の健康・介護の問題などについてお話ししました。         

（文責・古賀）                                    
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